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我
が
国
に
お
け
る
、
医
薬
品
に
よ
る
被
害
の
救
済
制
度
と
し
て
は
、
薬
害
ス
モ
ン
事
件
を
契
機
と
し
て
設
け
ら
れ
た
医
薬
品

副
作
用
被
害
救
済
・
研
究
振
興
調
査
機
構
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
五
十
五
号
）
（
以
下
、
同
法
と
い
う
）
に
基
づ
く
制
度 

 
 

が
あ
る
。
同
法
で
は
、
血
液
製
剤
は
適
用
除
外
医
薬
品
の
一
つ
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
血
液
製
剤
に
よ
る
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染

被
害
に
つ
い
て
は
エ
イ
ズ
予
防
法
制
定
経
緯
の
中
で
、
一
九
八
九
年
一
月
か
ら
同
法
附
則
第
八
条
を
設
け
て
、
財
団
法
人
友
愛

福
祉
財
団
が
同
機
構
に
対
し
て
、
血
液
製
剤
に
よ
る
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
者
等
の
た
め
の
救
済
事
業
を
委
託
実
施
す
る
と
い
う
枠
組
み

で
一
定
の
給
付
が
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
製
造
物
責
任
法
（
平
成
六
年
法
律
第
八
十
五
号
）
制
定
時
の
附
帯

決
議
で
は
衆
参
両
院
い
ず
れ
も
、
裁
判
に
よ
ら
な
い
迅
速
公
平
な
被
害
救
済
シ
ス
テ
ム
の
有
効
性
に
鑑
み
裁
判
外
の
紛
争
処
理

体
制
の
整
備
を
図
る
べ
き
こ
と
と
決
議
し
、
特
に
参
議
院
で
は
「
六
、
輸
血
用
血
液
製
剤
に
よ
る
被
害
者
の
救
済
に
つ
い
て 

 

は
、
そ
の
特
殊
性
に
か
ん
が
み
、
特
別
の
救
済
機
関
等
の
設
置
に
努
め
る
こ
と
」
と
決
議
さ
れ
（
平
成
六
年
六
月
二
二
日
参
議

院
商
工
委
員
会
）
、
こ
れ
を
受
け
て
厚
生
省
内
に
お
い
て
も
救
済
制
度
に
関
す
る
非
公
開
の
検
討
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
と
聞 

く
。 ま

た
、
米
国
の
Ｉ
Ｏ
Ｍ
勧
告
及
び
カ
ナ
ダ
の
ク
レ
ー
バ
ー
委
員
会
報
告
な
ど
、
諸
外
国
で
は
血
液
製
剤
に
よ
る
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染 

血
液
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被
害
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す
る
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一 

 



 

被
害
に
つ
い
て
の
国
会
レ
ベ
ル
の
原
因
究
明
・
再
発
防
止
の
為
の
調
査
を
実
施
し
て
お
り
、
そ
の
報
告
書
中
で
は
裁
判
に
よ
る

解
決
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
国
と
し
て
無
過
失
救
済
制
度
を
早
急
に
確
立
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
提
言
が
為
さ

れ
て
い
る
。
日
本
に
お
い
て
も
、
中
央
薬
事
審
議
会
企
画
・
制
度
改
正
特
別
部
会
に
お
け
る
血
液
新
法
に
関
す
る
審
議
に
お
い

て
、
患
者
諸
団
体
か
ら
血
液
製
剤
に
よ
る
被
害
に
つ
い
て
の
無
過
失
救
済
制
度
の
早
期
設
置
を
求
め
る
意
見
書
が
提
出
さ
れ
て

い
る
と
聞
く
。 

血
液
製
剤
に
は
各
種
肝
炎
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
、
Ｃ
Ｊ
Ｄ
な
ど
未
知
の
ウ
イ
ル
ス
と
の
戦
い
の
歴
史
が
あ
り
、
多
く
の
場
合
、
被
害
を

受
け
た
患
者
に
は
過
失
の
有
無
及
び
所
在
を
関
知
し
え
ず
、
ま
た
長
期
間
の
裁
判
に
よ
る
心
身
の
消
耗
は
著
し
く
、
解
決
を
見

る
こ
と
な
く
、
何
ら
の
救
済
も
な
い
ま
ま
亡
く
な
っ
て
い
く
場
合
も
多
い
。
社
会
正
義
の
う
え
か
ら
も
、
か
か
る
被
害
者
の
救

済
の
た
め
、
無
過
失
救
済
制
度
の
設
置
は
こ
れ
以
上
、
放
置
す
べ
か
ら
ざ
る
急
務
で
あ
る
。 

一 

輸
血
用
血
液
製
剤
に
よ
る
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
被
害
の
実
態
に
つ
い
て 

輸
血
用
血
液
製
剤
に
よ
る
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
被
害
に
つ
い
て
国
は
ど
の
よ
う
な
実
態
調
査
体
制
を
整
え
て
い
る
か
。
ま
た
、
現

在
ま
で
の
実
態
調
査
結
果
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

従
っ
て
、
以
下
、
血
液
製
剤
に
よ
る
感
染
被
害
の
救
済
に
つ
い
て
、
質
問
す
る
。 

二 

 



 

四 

輸
血
用
血
液
製
剤
を
含
む
血
液
製
剤
全
般
に
よ
る
感
染
被
害
の
救
済
制
度
の
設
置
に
つ
い
て 

三 

血
液
製
剤
に
よ
る
Ｈ
Ｃ
Ｖ
感
染
被
害
の
実
態
に
つ
い
て 

二 

輸
血
用
血
液
製
剤
に
よ
る
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
被
害
救
済
の
現
状
に
つ
い
て 

2 

右
感
染
被
害
者
に
対
し
て
、
同
法
附
則
第
八
条
第
一
項
に
定
め
る
「
許
可
医
薬
品
（
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る

医
薬
品
を
含
む
。
）
に
混
入
し
た
後
天
性
免
疫
不
全
症
候
群
の
病
原
体
に
よ
る
健
康
被
害
の
迅
速
か
つ
円
滑
な
救
済
を
図 

る
た
め
」
と
し
て
、
同
機
構
か
ら
の
救
済
給
付
が
支
給
さ
れ
て
い
る
か
。
支
給
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
場
合
の
同

機
構
に
対
す
る
委
託
者
す
な
わ
ち
、
同
法
附
則
第
八
条
第
一
項
に
定
め
る
「
厚
生
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
当
該
健
康
被

害
の
救
済
の
た
め
に
必
要
な
事
業
を
行
う
者
」
と
は
、
誰
を
指
す
か
。
支
給
の
原
資
負
担
者
か
ら
受
給
者
ま
で
の
手
続
の

流
れ
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

1 
輸
血
用
血
液
製
剤
に
よ
る
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
被
害
者
に
対
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
救
済
措
置
が
採
ら
れ
て
い
る
か
。 

輸
血
用
血
液
製
剤
を
含
む
血
液
製
剤
全
般
に
よ
る
Ｈ
Ｃ
Ｖ
感
染
被
害
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
国
は
ど
の
よ
う
な
実
態
調

査
体
制
を
整
え
て
い
る
か
。
ま
た
、
現
在
ま
で
の
実
態
調
査
結
果
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

国
は
、
輸
血
用
血
液
製
剤
を
含
む
血
液
製
剤
全
般
に
よ
る
感
染
被
害
の
救
済
制
度
の
設
置
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
ど
の 

三 

 



 

 

四 

よ
う
な
検
討
を
行
っ
た
か
。
救
済
制
度
設
置
に
関
す
る
検
討
経
過
、
現
時
点
の
到
達
点
、
今
後
の
方
針
及
び
本
検
討
の
担
当

責
任
者
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


